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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のキーが設けられた携帯端末であって、
　前記キーにユーザが接触したことを検出する接触検出部と、
　前記キーをユーザが押下したことを検出する押下検出部と、
　前記キーをユーザが押下したことを前記押下検出部が検出する度に、ユーザが押下した
前記キーである押下キーに割り付けられた複数の文字を予め定められた順番で１つずつ候
補文字として表示する表示部と、
　前記押下キーに対応付けられた対応領域にユーザが接触すると、前記表示部に表示され
た前記候補文字を確定する制御部とを備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　複数の前記キーが配置されるキー配置面を備え、
　前記接触検出部は、前記キーにユーザが接触したことに加えて、前記キー配置面にユー
ザが接触したことを検出し、
　前記対応領域は、前記押下キーを除いた前記キー配置面上のいずれかの部分であること
を特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記対応領域は、前記押下キーとは異なる他のキーのいずれかであることを特徴とする
請求項１に記載の携帯端末。
【請求項４】
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　前記対応領域は、前記押下キーの一部を少なくとも含む特定領域であることを特徴とす
る請求項１に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記制御部は、前記押下キーをユーザが押下しているときに、前記押下キーの前記特定
領域にユーザが接触すると、前記表示部に表示された前記候補文字を確定することを特徴
とする請求項４に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記特定領域の位置、前記特定領域の位置の大きさ、又は、前記特定領域の位置の数を
ユーザが設定するための設定部をさらに備えることを特徴とする請求項４に記載の携帯端
末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のキーが設けられており、各キーに複数の文字が割り付けられた携帯端
末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話などの携帯端末には、電話番号を入力するために、複数のキー（例えば
、「０」～「９」、「＊」及び「＃」）が設けられている。また、このような携帯端末で
は、メールを作成する際などに文字を入力するために、各キーに文字が割り付けられてい
る。ここで、携帯端末の携帯性を考慮すると、携帯端末に設けられるキーの数が制限され
てしまうため、各キーには、複数の文字が割り付けられている。
【０００３】
　具体的には、携帯端末は、キーがユーザによって押下されると、文字を切り替えて表示
領域に表示し、文字を確定するための処理がユーザによって行われると、表示領域に表示
された文字を確定する。なお、文字を確定するための処理とは、表示領域に表示された文
字が割り付けられたキーとは異なるキーをユーザが押下する処理、カーソルキーをユーザ
が押下する処理などである。
【０００４】
　例えば、キー「１」には、“あ”行の文字が割り付けられている場合には、携帯端末は
、キー「１」がユーザによって押下されると、“あ”→“い”→“う”→“え”→“お”
といったように順に文字を切り替えて表示する。また、表示領域に“う”が表示されてい
るときに、キー「２」やカーソルキーがユーザによって押下されると、携帯端末は、表示
領域に表示された“う”を確定する。
【０００５】
　上述した入力方式（以下、５タッチ方式）では、一のキーに割り付けられた文字を連続
して入力したい場合であっても、表示領域に表示された文字を確定するために、何らかの
キーを押下する必要が生じてしまい、文字の入力作業が煩雑であった。
【０００６】
　例えば、“いえ”という文字を入力したい場合には、表示領域に“い”が表示されてい
るときに、文字を確定するための処理をユーザが行わなければ、“い”を確定することが
できない。
【０００７】
　一方、キーにユーザが接触していることを検出する機能を備えており、表示領域に文字
が表示された状態でキーからユーザの指が離れると、その文字を確定する携帯端末も提案
されている（例えば、特許文献１）。このような携帯端末によれば、ユーザは、文字を確
定するための処理を行う必要がなく、文字の入力作業を容易に行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特開2002-55766号公報（請求項１、図７など）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、表示領域に文字が表示された状態でキーからユーザの指が離れると、そ
の文字を確定する携帯端末では、ユーザが携帯端末を握り直した際などに、キーからユー
ザの指が離れてしまうと、ユーザが意図していない文字が確定されてしまう場合があった
。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、ユーザが誤っ
て文字を確定させてしまうことを防止しつつ、文字の入力作業を容易にすることが可能な
携帯端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の特徴は、複数のキーが設けられた携帯端末が、前記キーにユーザが接触
したことを検出する接触検出部（タッチパッド１０ｂ及び接触検出インターフェース１１
）と、前記キーをユーザが押下したことを検出する押下検出部（押下検出インターフェー
ス１２）と、前記キーをユーザが押下したことを前記押下検出部が検出すると、ユーザが
押下した前記キーである押下キーに割り付けられた文字を順に候補文字として表示する表
示部（表示部２０）と、前記押下キーをユーザが押下したことを前記押下検出部が検出し
た後に、前記押下キーにユーザが接触していない時間である非接触時間が所定の判定時間
となった場合に、前記表示部に表示された前記候補文字を確定する制御部（制御部１４）
とを備えることを要旨とする。
【００１２】
　かかる特徴によれば、携帯端末が、キーの非接触時間が所定の判定時間となった場合に
、表示部に表示された候補文字を確定することにより、キーからユーザの指が離れること
によって候補文字を確定する従来の携帯端末のように、ユーザが携帯端末を握り直した際
などに、キーからユーザの指が離れてしまって、ユーザが意図していない候補文字が確定
されてしまうことを防止することができる。また、ユーザは、文字を確定するための処理
を改めて行う必要がなく、文字の入力作業を容易に行うことができる。
【００１３】
　本発明の第２の特徴は、本発明の第１の特徴において、前記制御部が、前記押下キーに
対応付けられた対応領域にユーザが接触すると、前記非接触時間が前記所定の判定時間と
なる前であっても、前記表示部に表示された前記候補文字を確定することを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第３の特徴は、複数のキーが設けられた携帯端末が、前記キーにユーザが接触
したことを検出する接触検出部と、前記キーをユーザが押下したことを検出する押下検出
部と、前記キーをユーザが押下したことを前記押下検出部が検出すると、ユーザが押下し
た前記キーである押下キーに割り付けられた文字を順に候補文字として表示する表示部と
、前記押下キーに対応付けられた対応領域にユーザが接触すると、前記表示部に表示され
た前記候補文字を確定する制御部とを備えることを要旨とする。
【００１５】
　かかる特徴によれば、携帯端末は、ユーザが意図的に対応領域に接触した場合に、表示
部に表示された候補文字を確定することにより、キーからユーザの指が離れることによっ
て候補文字を確定する従来の携帯端末のように、ユーザが携帯端末を握り直した際などに
、キーからユーザの指が離れてしまって、ユーザが意図していない候補文字が確定されて
しまうことを防止することができる。また、ユーザが対応領域に単に接触しさえすれば、
表示部に表示された候補文字が確定されることにより、文字を迅速に入力することができ
る。
【００１６】
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　本発明の第４の特徴は、本発明の第２の特徴又は第３の特徴において、複数の前記キー
が配置されるキー配置面（キー配置面１０ａ）を備え、前記接触検出部が、前記キーにユ
ーザが接触したことに加えて、前記キー配置面にユーザが接触したことを検出し、前記対
応領域が、前記押下キーを除いた前記キー配置面上のいずれかの部分であることを要旨と
する。
【００１７】
　本発明の第５の特徴は、本発明の第２の特徴又は第３の特徴において、前記対応領域が
、前記押下キーとは異なる他のキーのいずれかであることを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第６の特徴は、本発明の第２の特徴又は第３の特徴において、前記対応領域が
、前記押下キーの一部を少なくとも含む特定領域であることを要旨とする。
【００１９】
　本発明の第７の特徴は、本発明の第６の特徴において、前記制御部が、前記押下キーを
ユーザが押下しているときに、前記押下キーの前記特定領域にユーザが接触すると、前記
表示部に表示された前記候補文字を確定することを要旨とする。
【００２０】
　本発明の第８の特徴は、本発明の第６の特徴において、前記特定領域の位置、前記特定
領域の位置の大きさ、又は、前記特定領域の位置の数をユーザが設定するための設定部（
キー３０及びキー割付情報記憶部１３）をさらに備えることを要旨とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ユーザが誤って文字を確定させてしまうことを防止しつつ、文字の入
力作業を容易にすることが可能な携帯端末を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る携帯端末１００を示す外観図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る携帯端末１００を示す分解図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る制御基板１０ｃを示すブロック図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るキー割付情報を示す図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る文字入力画面を示す図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る携帯端末１００の動作を示すフロー図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る文字入力画面の遷移を示す図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る携帯端末１００の動作を示す図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る特定領域を示す図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係るキー情報表示領域の座標を示す図である。
【図１１】本発明の第３実施形態に係る携帯端末１００の動作を示す図である。
【図１２】本発明の第４実施形態に係る確定領域を示す図である（その１）。
【図１３】本発明の第４実施形態に係る確定領域を示す図である（その２）。
【図１４】本発明の第５実施形態に係る携帯端末１００の動作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下において、本発明の実施形態に係る携帯端末について、図面を参照しながら説明す
る。なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符
号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものと
は異なることに留意すべきである。
【００２４】
［第１実施形態］
（携帯端末の構成）
　以下において、本発明の第１実施形態に係る携帯端末の構成について、図面を参照しな
がら説明する。図１は、本発明の第１実施形態に係る携帯端末１００を示す外観図である
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【００２５】
　図１に示すように、携帯端末１００は、本体部１０と表示部２０とを有しており、本体
部１０には、複数のキー３０が設けられている。なお、キー３０とは、「０」～「９」、
「＊」、「＃」などのキーである。また、キー３０には、複数の文字が割り付けられてい
る。
【００２６】
　本体部１０は、後述する制御基板１０ｃを有しており、ユーザによって押下されたキー
３０に割り付けられた文字を候補文字として順に表示部２０に表示する。また、本体部１
０は、所定の確定条件が満たされると、表示部２０に表示された候補文字を確定する。
【００２７】
　表示部２０には、メールを作成する際などに文字を入力するための画面が表示される。
ここで、文字を入力するための画面（以下、文字入力画面）は、文字列が入力される領域
である文字入力領域と、各キー３０に割り付けられた文字が表示される領域であるキー情
報表示領域とによって構成される。なお、文字入力画面の詳細については後述する（図５
を参照）。
【００２８】
　具体的には、表示部２０の文字入力領域には、ユーザによってキー３０が押下されると
、キー３０に割り付けられた文字が候補文字として順に表示される。また、表示部２０の
文字入力領域には、ユーザによって確定された文字列が表示される。
【００２９】
　図２は、本発明の第１実施形態に係る携帯端末１００を示す分解図である。図２に示す
ように、本体部１０は、キー配置面１０ａと、タッチパッド１０ｂと、制御基板１０ｃと
を有する。
【００３０】
　キー配置面１０ａは、キー３０を保持するシート状の部材であり、キー３０が嵌め込ま
れる複数の孔（不図示）を有している。
【００３１】
　タッチパッド１０ｂは、各キー３０にユーザが接触したことを検出する。また、タッチ
パッド１０ｂは、キー配置面１０ａにユーザが接触したことも検出する。なお、タッチパ
ッド１０ｂは、ユーザが継続してキー３０に接触していることも検出可能である。
【００３２】
　制御基板１０ｃは、タッチパッド１０ｂによる検出結果に応じて携帯端末１００を制御
する。なお、制御基板１０ｃの詳細については後述する（図３を参照）。
【００３３】
（制御基板の構成）
　以下において、上述した制御基板１０ｃの構成について、図面を参照しながら説明する
。図３は、本発明の第１実施形態に係る制御基板１０ｃを示すブロック図である。
【００３４】
　図３に示すように、制御基板１０ｃは、接触検出インターフェース１１と、押下検出イ
ンターフェース１２と、キー割付情報記憶部１３と、制御部１４と、表示制御部１５とを
有する。
【００３５】
　接触検出インターフェース１１は、タッチパッド１０ｂに接続されており、各キー３０
にユーザが接触したことを示す信号をタッチパッド１０ｂから取得する。なお、接触検出
インターフェース１１は、ユーザが継続してキー３０に接触している場合には、タッチパ
ッド１０ｂから継続して信号を取得する。
【００３６】
　押下検出インターフェース１２は、各キー３０に接続されており、各キー３０をユーザ
が押下したことを示す信号を取得する。
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【００３７】
　キー割付情報記憶部１３は、キー３０の種類と各キー３０に割り付けられた文字とを対
応付ける情報をキー割付情報として記憶する。また、各キー３０には、複数の文字が割り
付けられている。なお、キー割付情報の詳細については後述する（図４を参照）。
【００３８】
　制御部１４は、文字を入力するための画面の表示を表示制御部１５に指示する。なお、
文字を入力するための画面は、上述したように、文字列が入力される領域である文字入力
領域と、各キー３０に割り付けられた文字が表示される領域であるキー情報表示領域とに
よって構成される。
【００３９】
　また、制御部１４は、ユーザによって押下されたキー３０に割り付けられた文字を候補
文字として順に表示することを表示制御部１５に指示する。さらに、制御部１４は、所定
の確定条件が満たされると、表示部２０に表示された候補文字を確定する。
【００４０】
　表示制御部１５は、制御部１４の指示に応じて、キー３０に割り付けられた文字を候補
文字として順に表示部２０に表示する。また、表示制御部１５は、ユーザによって確定さ
れた文字列を表示部２０に表示する。
【００４１】
（キー割付情報）
　以下において、上述したキー割付情報について、図面を参照しながら説明する。図４は
、本発明の第１実施形態に係るキー割付情報を示す図である。
【００４２】
　図４に示すように、キー割付情報とは、キー３０の種類と各キー３０に割り付けられた
文字とを対応付ける情報である。
【００４３】
　例えば、キー「１」には、“あ”行が割り付けられており、キー「１」がユーザによっ
て押下されると、“あ”→“い”→“う”→“え”→“お”の順に各文字が候補文字とし
て表示される。
【００４４】
（文字入力画面）
　以下において、上述した文字入力画面について、図面を参照しながら説明する。図５（
ａ）は、本発明の第１実施形態に係る文字入力画面を示す図であり、図５（ｂ）は、本発
明の第１実施形態に係るキー情報表示領域の座標を示す図である。
【００４５】
　まず、文字入力画面について説明する。図５（ａ）に示すように、表示部２０には、文
字入力領域２０ａとキー情報表示領域２０ｂとによって構成される文字入力画面が表示さ
れる。
【００４６】
　文字入力領域２０ａは、文字列が入力される領域である。具体的には、文字入力領域２
０ａには、ユーザがキー３０を連続して押下すると、そのキー３０に割り付けられた文字
が候補文字として順に表示される。また、文字入力領域２０ａには、所定の確定条件が満
たされると、文字入力領域２０ａに表示された候補文字が確定して表示される。
【００４７】
　キー情報表示領域２０ｂは、各キー３０に割り付けられた文字が表示される領域である
。具体的には、キー情報表示領域２０ｂには、各キー３０に割り付けられた文字がキー３
０の配列に応じて表示される。なお、初期状態（キー３０がユーザによって押下されてい
ない状態）では、キー情報表示領域２０ｂには、各キー３０に割り付けられた最初の文字
が表示される。
【００４８】
　例えば、初期状態では、キー情報表示領域２０ｂには、キー「１」～「９」、「＊」、
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「０」及び「＃」にそれぞれ割り付けられた最初の文字（“あ”～“ら”、“゛”、“わ
”及び“ー”）がキー３０の配列に応じて表示される。
【００４９】
　次に、キー情報表示領域の座標について説明する。図５（ｂ）に示すように、キー３０
には、そのキー３０の表示領域の座標が対応付けられている。なお、Ｘ軸は、表示部２０
の上端から下端に向けて値が大きくなる軸であり、Ｙ軸は、表示部２０の左端から右端に
向けて値が大きくなる軸である。
【００５０】
　例えば、本体部１０の最も左上に設けられたキー「１」に割り付けられた文字（初期状
態では“あ”）は、Ｘ軸の値が０～７０の範囲内で、かつ、Ｙ軸の値が６０～１１０の範
囲内に表示される。逆に、本体部１０の最も右下に設けられたキー「＃」に割り付けられ
た文字（初期状態では“ー”）は、Ｘ軸の値が１６０～２３０の範囲内で、かつ、Ｙ軸の
値が２４０～２９０の範囲内に表示される。
【００５１】
（携帯端末の動作）
　以下において、上述した携帯端末１００の動作について、図面を参照しながら説明する
。図６は、本発明の第１実施形態に係る携帯端末１００の動作を示すフロー図である。な
お、図６に示すフローは、表示部２０に文字入力画面が表示された状態において、いずれ
かのキー３０にユーザが接触した際に行われる処理を示すフローである。
【００５２】
　図６に示すように、ステップ１００において、携帯端末１００は、ユーザが接触してい
るキー３０に割り付けられた文字をフォーカス表示する。なお、キー情報表示領域２０ｂ
にフォーカス表示された文字は、ユーザがキー３０を押下した場合に、文字入力領域２０
ａに候補文字として表示される文字、すなわち、次候補の文字である。
【００５３】
　例えば、携帯端末１００は、ユーザがキー「１」に接触している場合には、キー「１」
に割り付けられた最初の文字“あ”をフォーカス表示する。
【００５４】
　ステップ１１０において、携帯端末１００は、キー３０の接触が終了したか否かを判定
する。また、携帯端末１００は、キー３０の接触が終了している場合には、ステップ１２
０の処理に移り、キー３０の接触が継続している場合には、ステップ１３０の処理に移る
。
【００５５】
　ステップ１２０において、携帯端末１００は、キー情報表示領域２０ｂに表示された文
字のフォーカス表示を終了する。
【００５６】
　ステップ１３０において、携帯端末１００は、ユーザが接触しているキー３０の押下が
検出されたか否かを判定する。また、携帯端末１００は、キー３０の押下が検出された場
合には、ステップ１４０の処理に移り、キー３０の押下が検出されない場合には、ステッ
プ１１０の処理に戻る。
【００５７】
　ステップ１４０において、携帯端末１００は、ユーザが押下したキー３０に割り付けら
れた文字を候補文字として文字入力領域２０ａに表示する。なお、候補文字として表示さ
れる文字は、キー情報表示領域２０ｂでフォーカス表示されている文字である。また、携
帯端末１００は、キー情報表示領域２０ｂでフォーカス表示されている文字を次の文字に
切り替える。
【００５８】
　例えば、携帯端末１００は、ユーザがキー「１」を押下した場合には、キー「１」に割
り付けられた文字“あ”を候補文字として文字入力領域２０ａに表示する。また、携帯端
末１００は、キー情報表示領域２０ｂでフォーカス表示されている文字“あ”を次の文字
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“い”に切り替える。
【００５９】
　ステップ１５０において、携帯端末１００は、キー３０の接触が終了したか否かを判定
する。また、携帯端末１００は、キー３０の接触が終了している場合には、ステップ１６
０の処理に移り、キー３０の接触が継続している場合には、ステップ２００の処理に移る
。
【００６０】
　ステップ１６０において、携帯端末１００は、文字入力領域２０ａに表示された候補文
字を確定するまでの時間を計時するタイマ（Ｔ１）を起動する。
【００６１】
　ステップ１７０において、携帯端末１００は、ステップ１４０でユーザが接触していた
キー３０と同一のキー３０にユーザが再接触したことを検出したか否かを判定する。また
、携帯端末１００は、ユーザが再接触したことを検出した場合には、ステップ２００の処
理に移り、ユーザが再接触したことを検出しない場合には、ステップ１８０の処理に移る
。
【００６２】
　ステップ１８０において、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトしたか否
か、すなわち、タイマ（Ｔ１）によって計時されている時間が所定の判定時間となったか
否かを判定する。また、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトした場合には
、ステップ１９０の処理に移り、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトしていない場合には、ス
テップ１７０の処理に戻る。
【００６３】
　ステップ１９０において、携帯端末１００は、文字入力領域２０ａに表示された候補文
字を確定する。
【００６４】
　ステップ２００において、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ１）によって計時されている
時間をリセットする。
【００６５】
　ステップ２１０において、携帯端末１００は、ステップ１３０でユーザが押下してキー
３０と同一のキー３０をユーザが再押下したことを検出したか否かを判定する。また、携
帯端末１００は、ユーザが再押下したことを検出した場合には、ステップ１４０の処理に
戻り、ユーザが再押下したことを検出していない場合には、ステップ１５０の処理に戻る
。
【００６６】
　このように、携帯端末１００は、ユーザが同一のキー３０を再押下した場合には、文字
入力領域２０ａに表示されている候補文字を次の文字に切り替えるとともに、キー情報表
示領域２０ｂでフォーカス表示されている文字を次の文字に切り替える。
【００６７】
　例えば、携帯端末１００は、ユーザがキー「１」を同一のキー３０として再押下した場
合には、文字入力領域２０ａに表示されている候補文字“あ”を次の文字“い”に切り替
える。また、携帯端末１００は、キー情報表示領域２０ｂでフォーカス表示されている文
字“い”を次の文字“う”に切り替える。
【００６８】
（文字入力画面）
　以下において、上述した文字入力画面の遷移について、図面を参照しながら説明する。
図７は、本発明の第１実施形態に係る文字入力画面の遷移を示す図である。
【００６９】
　図７（ａ）は、図５（ａ）と同様に、いずれのキー３０にもユーザが接触していない場
合に、表示部２０に表示される文字入力画面を示している。
【００７０】
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　図７（ｂ）は、図７（ａ）に示した状態でユーザがキー「１」に接触した場合に、表示
部２０に表示される文字入力画面を示している。具体的には、表示部２０のキー情報表示
領域２０ｂには、キー「１」に割り付けられた最初の文字“あ”がフォーカス表示される
。
【００７１】
　図７（ｃ）は、図７（ｂ）に示した状態でユーザがキー「１」を押下した場合に、表示
部２０に表示される文字入力画面を示している。具体的には、表示部２０の文字入力領域
２０ａには、キー情報表示領域２０ｂでフォーカス表示されていた文字“あ”が候補文字
として表示される。また、表示部２０のキー情報表示領域２０ｂでは、フォーカス表示さ
れていた文字“あ”が次の文字“い”に切り替えられ、文字“い”がフォーカス表示され
る。
【００７２】
　図７（ｄ）は、図７（ｃ）に示した状態でユーザがキー「１」を再押下した場合に、表
示部２０に表示される文字入力画面を示している。具体的には、表示部２０の文字入力領
域２０ａでは、候補文字として表示されていた文字“あ”が次の文字“い”に切り替えら
れる。また、表示部２０のキー情報表示領域２０ｂでは、フォーカス表示されていた文字
“い”が次の文字“う”に切り替えられ、文字“う”がフォーカス表示される。
【００７３】
　図７（ｅ）は、図７（ｃ）に示した状態でユーザがキー「１」の接触を終了してタイマ
（Ｔ１）がタイムアウトした場合に、表示部２０に表示される文字入力画面を示している
。具体的には、表示部２０の文字入力領域２０ａでは、候補文字として表示されていた文
字“あ”が確定される。また、表示部２０のキー情報表示領域２０ｂでは、文字“い”の
フォーカス表示が終了する。
【００７４】
　図７（ｆ）は、図７（ｅ）に示した状態でユーザがキー「１」に接触した場合に、表示
部２０に表示される文字入力画面を示している。具体的には、図７（ｂ）と同様に、表示
部２０のキー情報表示領域２０ｂには、キー「１」に割り付けられた最初の文字“あ”が
フォーカス表示される。なお、表示部２０の文字入力領域２０ａには、既に確定された文
字“あ”が引き続いて表示される。
【００７５】
　図７（ｇ）は、図７（ｆ）に示した状態でユーザがキー「１」を押下した場合に、表示
部２０に表示される文字入力画面を示している。具体的には、表示部２０の文字入力領域
２０ａには、キー情報表示領域２０ｂでフォーカス表示されていた文字“あ”が候補文字
として表示される。また、表示部２０のキー情報表示領域２０ｂでは、フォーカス表示さ
れていた文字“あ”が次の文字“い”に切り替えられ、文字“い”がフォーカス表示され
る。
【００７６】
（作用及び効果）
　本発明の第１実施形態に係る携帯端末１００によれば、制御部１４が、キー３０の非接
触時間が所定の判定時間となった場合に、表示部２０の文字入力領域２０ａに表示された
候補文字を確定することにより、キーからユーザの指が離れることによって候補文字を確
定する従来の携帯端末のように、ユーザが携帯端末１００を握り直した際などに、キー３
０からユーザの指が離れてしまって、ユーザが意図していない候補文字が確定されてしま
うことを防止することができる。ユーザは、文字を確定するための処理を改めて行う必要
がなく、文字の入力作業を容易に行うことができる。
【００７７】
［第２実施形態］
　以下において、本発明の第２実施形態に係る携帯端末について、図面を参照しながら説
明する。なお、以下においては、上述した第１実施形態と相違する点について主として説
明する。



(10) JP 4972183 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

【００７８】
　具体的には、上述した第１実施形態では、文字入力領域２０ａに表示されている候補文
字は、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトするまでは確定されないが、第２実施形態では、タ
イマ（Ｔ１）がタイムアウトする前であっても、ユーザが押下したキー３０とは異なる他
のキー３０にユーザが接触すると確定される。
【００７９】
（携帯端末の動作）
　以下において、本発明の第２実施形態に係る携帯端末１００の動作について、図面を参
照しながら説明する。図８は、本発明の第２実施形態に係る携帯端末１００の動作を示す
フロー図である。なお、図８では、図６に示したフロー図と同じ処理について、同一のス
テップ番号が付与されている。
【００８０】
　図８に示すように、ステップ１８２において、携帯端末１００は、ステップ１４０でユ
ーザが押下したキー３０とは異なる他のキー３０にユーザが接触したことを検出したか否
かを判定する。また、携帯端末１００は、他のキー３０にユーザが接触したことを検出し
た場合には、ステップ１９０の処理に移り、他のキー３０にユーザが接触したことを検出
しない場合には、ステップ１７０の処理に戻る。
【００８１】
　このように、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトする前であっても、他
のキー３０にユーザが接触したことを検出した場合には、文字入力領域２０ａに表示され
た候補文字を確定する。
【００８２】
　なお、第２実施形態では、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトした場合
にも、文字入力領域２０ａに表示された候補文字を確定するが、これに限定されるもので
はない。具体的には、携帯端末１００は、他のキー３０にユーザが接触したことを検出し
た場合にのみ、文字入力領域２０ａに表示された候補文字を確定してもよい。
【００８３】
（作用及び効果）
　本発明の第２実施形態に係る携帯端末１００によれば、制御部１４が、ユーザが意図的
に他のキー３０に接触した場合に、表示部２０の文字入力領域２０ａに表示された候補文
字を確定することにより、キーからユーザの指が離れることによって候補文字を確定する
従来の携帯端末のように、ユーザが携帯端末１００を握り直した際などに、キー３０から
ユーザの指が離れてしまって、ユーザが意図していない候補文字が確定されてしまうこと
を防止することができる。
【００８４】
　また、制御部１４が、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトする前であっても、ユーザが他の
キー３０に接触した場合に、表示部２０の文字入力領域２０ａに表示された候補文字を確
定することにより、文字を迅速に入力することができる。
【００８５】
［第３実施形態］
　以下において、本発明の第３実施形態に係る携帯端末について、図面を参照しながら説
明する。なお、以下においては、上述した第１実施形態と相違する点について主として説
明する。
【００８６】
　具体的には、上述した第１実施形態では、文字入力領域２０ａに表示されている候補文
字は、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトするまでは確定されないが、第２実施形態では、タ
イマ（Ｔ１）がタイムアウトする前であっても、ユーザが押下したキー３０の一部を少な
くとも含む領域である特定領域にユーザが接触すると確定される。
【００８７】
（特定領域）
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　以下において、本発明の第３実施形態に係る特定領域について、図面を参照しながら説
明する。図９は、本発明の第３実施形態に係る特定領域を示す図である。
【００８８】
　図９（ａ）～図９（ｃ）に示すように、各キー３０には、そのキー３０の一部を少なく
とも含む領域である特定領域が対応付けられている。ここで、特定領域は、キー３０を押
下する際に接触しにくい領域が対応付けられることが好ましい。
【００８９】
　例えば、図９（ａ）に示すように、各キー３０には、キー３０の左上に位置する領域が
特定領域として対応付けられていてもよい。また、図９（ｂ）に示すように、各キー３０
には、キー３０の左上に位置する領域を含み、キー３０の左上方向に張り出した領域が特
定領域として対応付けられていてもよい。さらに、図９（ｃ）に示すように、各キー３０
には、キー３０の左上及び右上に位置する領域が特定領域として対応付けられていてもよ
い。
【００９０】
（キー配置位置の座標）
　以下において、本発明の第３実施形態に係るキー配置位置の座標について、図面を参照
しながら説明する。図１０は、本発明の第３実施形態に係るキー配置位置の座標を示す図
である。なお、キー配置位置の座標とは、本体部１０に設けられるキー３０の配置位置を
示す座標である。
【００９１】
　図１０に示すように、キー３０には、そのキー３０の座標と、そのキー３０の特定領域
の座標とが対応付けられている。なお、図１０は、上述した図９（ｃ）に示した特定領域
の座標を示している。
【００９２】
　例えば、本体部１０の最も左上に設けられたキー「１」は、Ｘ軸の値が０～１００の範
囲内で、かつ、Ｙ軸の値が０～６０の範囲内に配置される。また、キー「１」には、Ｘ軸
の値が０～４０の範囲内で、かつ、Ｙ軸の値が０～２０の範囲が特定領域（左）として対
応付けられており、Ｘ軸の値が６０～１００の範囲内で、かつ、Ｙ軸の値が０～２０の範
囲が特定領域（右）として対応付けられている。
【００９３】
　また、キー配置位置の座標は、例えば、キー割付情報記憶部１３に記憶されており、キ
ー３０の座標については書き換えることができないが、特定領域の座標についてはユーザ
がキー３０を操作することによって書き換えられる。すなわち、ユーザは、特定領域の座
標（ＦＬＸｍｉｎ、ＦＬＸｍａｘ、ＦＬＹｍｉｎ、ＦＬＹｍａｘ、ＦＲＸｍｉｎ、ＦＲＸ
ｍａｘ、ＦＲＹｍｉｎ及びＦＲＹｍａｘ）を書き換えることによって、特定領域の位置、
大きさ及び数などを設定（カスタマイズ）する。
【００９４】
（携帯端末の動作）
　以下において、本発明の第３実施形態に係る携帯端末１００の動作について、図面を参
照しながら説明する。図１１は、本発明の第３実施形態に係る携帯端末１００の動作を示
すフロー図である。なお、図１１では、図６に示したフロー図と同じ処理について、同一
のステップ番号が付与されている。
【００９５】
　図１１に示すように、ステップ１８４において、携帯端末１００は、ステップ１４０で
ユーザが押下したキー３０と同一のキー３０に対応付けられた特定領域にユーザが接触し
たことを検出したか否かを判定する。また、携帯端末１００は、同一のキー３０に対応付
けられた特定領域にユーザが接触したことを検出した場合には、ステップ１９０の処理に
移り、同一のキー３０に対応付けられた特定領域にユーザが接触したことを検出しない場
合には、ステップ１７０の処理に戻る。
【００９６】
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　このように、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトする前であっても、同
一のキー３０に対応付けられた特定領域にユーザが接触したことを検出した場合には、文
字入力領域２０ａに表示された候補文字を確定する。
【００９７】
　なお、第３実施形態では、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトした場合
にも、文字入力領域２０ａに表示された候補文字を確定するが、これに限定されるもので
はない。具体的には、携帯端末１００は、同一のキー３０に対応付けられた特定領域にユ
ーザが接触したことを検出した場合にのみ、文字入力領域２０ａに表示された候補文字を
確定してもよい。
【００９８】
　また、第３実施形態では、携帯端末１００は、キー３０の押下が検出された後に、その
キー３０に対応付けられた特定領域にユーザが接触したことを検出した場合に、文字入力
領域２０ａに表示された候補文字を確定するが、これに限定されるものではない。具体的
には、携帯端末１００は、キー３０が押下されているときに、そのキー３０に対応付けら
れた特定領域にユーザが接触したことを検出した場合に、文字入力領域２０ａに表示され
た候補文字を確定してもよい。
【００９９】
（作用及び効果）
　本発明の第３実施形態に係る携帯端末１００によれば、制御部１４が、同一のキー３０
に対応付けられた特定領域にユーザが意図的に接触した場合に、表示部２０の文字入力領
域２０ａに表示された候補文字を確定することにより、キーからユーザの指が離れること
によって候補文字を確定する従来の携帯端末のように、ユーザが携帯端末１００を握り直
した際などに、キー３０からユーザの指が離れてしまって、ユーザが意図していない候補
文字が確定されてしまうことを防止することができる。
【０１００】
　また、制御部１４が、タイマ（Ｔ１）がタイムアウトする前であっても、同一のキー３
０に対応付けられた特定領域にユーザが接触した場合に、表示部２０の文字入力領域２０
ａに表示された候補文字を確定することにより、文字を迅速に入力することができる。
【０１０１】
　さらに、キー配置位置の座標が、例えば、キー割付情報記憶部１３に記憶されており、
特定領域の座標についてはユーザがキー３０を操作することによって書き換えることが可
能であるため、ユーザは、特定領域の位置、大きさ及び数などを容易にカスタマイズする
ことができる。
【０１０２】
［第４実施形態］
　以下において、本発明の第４実施形態に係る携帯端末について、図面を参照しながら説
明する。なお、以下においては、上述した第３実施形態と相違する点について主として説
明する。
【０１０３】
　具体的には、上述した第３実施形態では、文字入力領域２０ａに表示されている候補文
字は、ユーザが押下したキー３０の一部を少なくとも含む領域である特定領域にユーザが
接触すると確定されるが、第４実施形態では、ユーザが押下したキー３０を除いたキー配
置面１０ａ上のいずれかの部分（確定領域）にユーザが接触すると確定される。
【０１０４】
（確定領域）
　以下において、本発明の第４実施形態に係る確定領域について、図面を参照しながら説
明する。図１２及び図１３は、本発明の第４実施形態に係る確定領域の一例を示す図であ
る。
【０１０５】
　図１２及び図１３に示すように、各キー３０には、そのキー３０を除いたキー配置面１
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０ａ上の部分である確定領域が対応付けられている。例えば、図１２に示すように、確定
領域は、各キー３０の周辺部分にそれぞれ設けられていてもよい。また、図１３に示すよ
うに、確定領域は、各キー３０を除いたキー配置面１０ａの全てであってもよい。
【０１０６】
　このように、確定領域は、キー３０を除いたキー配置面１０ａの少なくとも一部を含む
領域であればよく、各キー３０に共通する領域であってもよい。
【０１０７】
（作用及び効果）
　本発明の第４実施形態に係る携帯端末１００によれば、表示部２０の文字入力領域２０
ａに表示された候補文字を確定するための確定領域が、ユーザが押下したキー３０の周辺
部分であることにより、ユーザは、押下したキー３０上で指を意図的に滑らせるだけで、
容易に確定領域に接触することができる。すなわち、キー３０からユーザの指が離れるこ
とによって候補文字を確定する従来の携帯端末のように、ユーザが携帯端末１００を握り
直した際などに、キー３０からユーザの指が離れてしまって、ユーザが意図していない候
補文字が確定されてしまうことを防止することができる。
【０１０８】
［第５実施形態］
　以下において、本発明の第５実施形態に係る携帯端末について、図面を参照しながら説
明する。なお、以下においては、上述した第１実施形態と相違する点について主として説
明する。
【０１０９】
　具体的には、上述した第１実施形態では、文字入力領域２０ａに表示された候補文字を
確定する処理（ステップ１９０の処理）の後について特に触れていないが、第５実施形態
では、文字入力領域２０ａに表示された候補文字が確定されてから所定時間に亘って、特
定キー（第５実施形態では、カーソルキー）の押下による処理を受け付けない。
【０１１０】
　なお、第５実施形態では、特定キーの押下による処理とは、文字入力領域２０ａに表示
された候補文字を確定する処理である。
【０１１１】
（携帯端末の動作）
　以下において、本発明の第５実施形態に係る携帯端末１００の動作について、図面を参
照しながら説明する。図１４は、本発明の第５実施形態に係る携帯端末１００の動作を示
すフロー図である。なお、図１４では、図６に示したフロー図と同じ処理について、同一
のステップ番号が付与されている。また、図１４では、文字入力領域２０ａに表示された
候補文字を確定するまでの処理（ステップ１００～ステップ２１０の処理）は、図６に示
したフロー図と同様の処理であるため、ステップ１１０～ステップ１８０、ステップ２０
０及びステップ２１０）が省略されている。
【０１１２】
　図１４に示すように、ステップ２２０において、携帯端末１００は、カーソルキーの押
下による処理を受け付けない時間を計時するタイマ（Ｔ２）を起動する。
【０１１３】
　ステップ２３０において、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ２）がタイムアウトしたか否
か、すなわち、タイマ（Ｔ２）によって計時されている時間が所定時間となったか否かを
判定する。また、携帯端末１００は、タイマ（Ｔ２）がタイムアウトした場合には、この
処理を終了し、タイマ（Ｔ２）がタイムアウトしていない場合には、ステップ２４０の処
理に移る。
【０１１４】
　ステップ２４０において、携帯端末１００は、カーソルキーの押下が検出されたか否か
を判定する。また、携帯端末１００は、カーソルキーの押下が検出された場合には、ステ
ップ２５０の処理に移り、カーソルキーの押下が検出されていない場合には、ステップ２



(14) JP 4972183 B2 2012.7.11

10

20

30

３０の処理に戻る。
【０１１５】
　ステップ２５０において、携帯端末１００は、カーソルキーの押下による処理、すなわ
ち、文字入力領域２０ａに表示された候補文字を確定する処理（又は、カーソルを移動さ
せる処理）をクリアする。
【０１１６】
　このように、携帯端末１００は、文字入力領域２０ａに表示された候補文字を確定して
から所定時間に亘って、カーソルキーの押下による処理を受け付けない。
【０１１７】
（作用及び効果）
　本発明の第５実施形態に係る携帯端末１００によれば、制御部１４が、文字入力領域２
０ａに表示された候補文字を確定してから所定時間に亘って、カーソルキーの押下による
処理を受け付けないことにより、候補文字が確定されているにもかかわらず、候補文字を
確定するためにカーソルキーをユーザが押下した場合であっても、候補文字を確定する処
理が重複することがない。また、候補文字を確定する機能だけではなく、カーソルを移動
させる機能を持っているカーソルキーが押下された場合であっても、ユーザが意図してい
ないカーソルの移動が行われることを防止することができる。
【０１１８】
［変更例］
　第１実施形態～第５実施形態に係る携帯端末１００の動作をコンピュータに実行させる
ためのプログラムを提供してもよい。
【０１１９】
　また、第１実施形態～第５実施形態では、タッチパッド１０ｂは、ユーザがキー３０に
接触したことのみを検出するが、これに限定されるものではなく、ユーザがキー３０に接
触したこと及びユーザがキー３０を押下したことを検出してもよい。
【０１２０】
　さらに、第１実施形態～第３実施形態では、携帯端末１００の動作は、タッチパッド１
０ｂによる検出をトリガとする割込み処理となっているが、これに限定されるものではな
く、ユーザの操作を十分に監視可能な時間間隔で実行されるポーリング処理やループ処理
であってもよい。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０・・・本体部、１０ａ・・・キー配置面、１０ｂ・・・タッチパッド、１０ｃ・・
・制御基板、１１・・・接触検出インターフェース、１２・・・押下検出インターフェー
ス、１３・・・キー割付情報記憶部、１４・・・制御部、１５・・・表示制御部、２０・
・・表示部、３０・・・キー、１００・・・携帯端末
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